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(57)【要約】
【課題】止水効果が低下することなく確実に止水でき、
かつ特殊な止水治具を用いることなく容易に施工できる
コンクリート構造物を提供する。
【解決手段】プレストレストコンクリートによって形成
した複数の壁体本体12を土地部13と空間部14との境界面
に沿って連続的に配列する。壁体本体12は、隣接し合う
側面の土地部13側および空間部14側に間隔をおいてそれ
ぞれグラウト溝15a，15bを備えている。また、これらの
グラウト溝15a，15b間には止水材溝16を備え、この止水
材溝16にはゲル化止水材19を備えている。また、空間部
14側のグラウト溝15bに袋グラウト17を設ける。さらに
、グラウト溝15aを注入通路として、少なくとも袋グラ
ウト17より土地部13側の壁体本体12間の隙間に隙間グラ
ウト材18を充填する。これら、袋グラウト17と隙間グラ
ウト材18とゲル化止水材19とが設けられたことにより確
実に止水できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレストレストコンクリートによって形成され土地部と空間部との境界面に沿って隙間
を介し連続的に配列された複数の壁体本体と、
　これらの壁体本体の隣接し合う側面の土地部側および空間部側に間隔をおいてそれぞれ
形成されたグラウト溝と、
　前記空間部側のグラウト溝に設けられ、袋体にグラウト材が充填された袋グラウトと、
　前記袋グラウトより土地部側に位置する前記壁体本体間の隙間に前記土地部側のグラウ
ト溝から充填された隙間グラウト材と、
　前記壁体本体の側面と前記隙間グラウト材との間に設けられ、水分との接触によりゲル
化するゲル化止水材と
　を具備したことを特徴とするコンクリート構造物。
【請求項２】
　プレストレストコンクリートによって形成され土地部と空間部との境界面に沿って隙間
を介し連続的に配列された複数の壁体本体と、
　これらの壁体本体の隣接し合う側面の少なくとも空間部側に形成されたグラウト溝と、
　このグラウト溝に設けられ、袋体にグラウト材が充填された袋グラウトと、
　この袋グラウトより土地部側に位置する壁体本体間の隙間に設けられ、水分との接触に
より膨潤化する膨潤化止水材と
　を具備したことを特徴とするコンクリート構造物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば河川や池の護岸、調整池、道路の土留め等のために設置されるコンク
リート構造物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図５は、例えば河川や池の護岸、調整池、道路の土留め等のために設置されるコンクリ
ート構造物１を示し、遠心力プレストレストコンクリート（以下、このコンクリートをＰ
Ｃという）製の複数の壁体本体２が地中に列柱状に打ち込まれ連続的に配置されて形成さ
れる。
【０００３】
　この壁体本体２には、隣接し合う側面に断面形状が略半円状のグラウト溝３が設けられ
ている。このグラウト溝３および隣接する壁体本体２間の隙間に隙間グラウト材４が充填
され、凝結することにより、この隙間グラウト材４が壁体本体２の側面に付着し、例えば
河川や池の護岸、調整池、道路の土留め等ができる。
【０００４】
　しかしながら、このようなコンクリート構造物１では、例えばコンクリート構造物１の
片側の掘削作業や地震等により、コンクリート構造物１が変形し易い。また、壁体本体２
はＰＣ製であり表面が平滑な面であるので、壁体本体２と隙間グラウト材４との付着力が
弱く、コンクリート構造物１の変形によって壁体本体２と隙間グラウト材４との付着が切
れて隙間が形成される。この隙間の形成によりコンクリート構造物１の止水効果が低下し
て水が漏出するおそれがある。特に、地下水位の高い場所や河川および池等では、水圧が
高いので水が漏出し易い。
【０００５】
　一方、水膨張ゴムを有し、壁体本体の側面に形成されたグラウト溝内に取付けられるこ
とにより上記隙間での漏水を止水する止水治具がある。この止水治具は、水膨張ゴムを有
するので、例えば地下水等の水がグラウト溝に浸水してきた場合であっても、水によって
水膨張ゴムが膨張し、止水治具がグラウト溝内に密着して止水する（例えば、特許文献１
参照。）。
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【特許文献１】特開２００５－１５５０３８号公報（第３－６頁、図１，２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１の止水治具による止水方法では、特殊な形状の止水
治具を製造する必要があり、また、コンクリート構造物の壁体本体の寸法に合わせて製造
する必要があるので、止水治具の製造に手数やコストがかかってしまう問題がある。
【０００７】
　本発明はこのような点に鑑みなされたもので、止水効果が低下することなく確実に止水
でき、かつ特殊な止水治具を用いることなく容易に施工できるコンクリート構造物を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載された発明は、プレストレストコンクリートによって形成され土地部と
空間部との境界面に沿って隙間を介し連続的に配列された複数の壁体本体と、これらの壁
体本体の隣接し合う側面の土地部側および空間部側に間隔をおいてそれぞれ形成されたグ
ラウト溝と、前記空間部側のグラウト溝に設けられ、袋体にグラウト材が充填された袋グ
ラウトと、前記袋グラウトより土地部側に位置する前記壁体本体間の隙間に前記土地部側
のグラウト溝から充填された隙間グラウト材と、前記壁体本体の側面と前記隙間グラウト
材との間に設けられ、水分との接触によりゲル化するゲル化止水材とを具備したコンクリ
ート構造物である。
【０００９】
　請求項２に記載された発明は、プレストレストコンクリートによって形成され土地部と
空間部との境界面に沿って隙間を介し連続的に配列された複数の壁体本体と、これらの壁
体本体の隣接し合う側面の少なくとも空間部側に形成されたグラウト溝と、このグラウト
溝に設けられ、袋体にグラウト材が充填された袋グラウトと、この袋グラウトより土地部
側に位置する壁体本体間の隙間に設けられ、水分との接触により膨潤化する膨潤化止水材
とを具備したコンクリート構造物である。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に記載された発明によれば、コンクリート構造物を形成する壁体本体の側面に
袋グラウトとゲル化止水材と隙間グラウト材とが設けられたことにより、隣接し合う壁体
本体間の隙間を閉塞して確実に止水できる。
【００１１】
　特に、例えば前記コンクリート構造物の変形等により、前記壁体本体の側面と前記袋グ
ラウトおよび前記隙間グラウト材との付着が切れて隙間が形成された場合であっても、前
記壁体本体の側面と前記隙間グラウト材との間に設けられた前記ゲル化止水材が水分との
接触によりゲル化して非通水状態の防水体となるので、前記コンクリート構造物の止水効
果は低下せず、確実に止水できる。
【００１２】
　また、前記ゲル化止水材は、他の構造物の止水に使用されるものを用いることが可能で
あるので、特殊な止水治具を用いることなく容易に施工できる。
【００１３】
　さらに、予め前記ゲル化止水材が設けられた隣接し合う壁体本体間の隙間に前記隙間グ
ラウト材を充填させるので、どのような寸法の壁体本体であっても容易に対応できる。
【００１４】
　請求項２に記載された発明によれば、コンクリート構造物を形成する壁体本体の側面に
袋グラウトと膨潤化止水材とが設けられたことにより、隣接し合う壁体本体間の隙間を閉
塞して確実に止水できる。
【００１５】
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　特に、前記コンクリート構造物が、例えば掘削作業や地震等により変形した場合であっ
ても、膨潤化した膨潤化止水材は弾性体であるので、前記膨潤化止水材も対応するように
変形し、前記コンクリート構造物の止水効果が低下することなく、確実に止水できる。
【００１６】
　また、前記膨潤化止水材は、他の構造物の止水に使用されるものを用いることが可能で
あるので、特殊な止水治具を用いることなく、容易に施工できる。
【００１７】
　さらに、膨潤化止水材の増減により、どのような寸法の壁体本体であっても容易に対応
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の第１の実施の形態の構成について図１を参照しながら詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、コンクリート構造物としての止水壁体11の断面図であり、止水壁体11は、複数
の壁体本体12が、例えば河川や池の護岸、調整池、道路の土留め等において、岸辺や地面
側の土地部13と河川や池や路面側の空間部14との境界面に沿って連続的に配列されて形成
される。
【００２０】
　壁体本体12は、遠心力プレストレストコンクリート（以下、このコンクリートをＰＣと
いう）により柱状に形成されたものであり、壁体本体12の隣接し合う側面の土地部13側お
よび空間部14側に間隔をおいてそれぞれ断面が略半円状のグラウト溝15a，15bが軸方向に
沿って形成されている。
【００２１】
　さらに、壁体本体12の隣接し合い相互に対向する面であって、土地部13側のグラウト溝
15aと空間部14側のグラウト溝15bとの間には、断面形状が略半円状の止水材溝16が設けら
れている。
【００２２】
　そして、空間部14側のグラウト溝15bには、袋体に、例えばセメントやモルタル等のグ
ラウト材が充填された袋グラウト17が設けられている。
【００２３】
　また、袋グラウト17が設けられた空間部14側のグラウト溝15bより土地部13側の隣接し
合う壁体本体12間の隙間および土地部13側のグラウト溝15aにわたって、例えばセメント
やモルタル等の隙間グラウト材18が土地部側のグラウト溝15aから充填されている。なお
、隙間グラウト材18は、土地部13側のグラウト溝15aから注入することにより、図１のよ
うに、隣接し合う壁体本体12間の隙間を経て袋グラウト17まで充填されるとともに、土地
部13側へ染み出るように充填される。
【００２４】
　さらに、止水材溝16に、例えば地下水等の水分との接触によりゲル化するゲル化止水材
19が設けられ、ゲル化止水材19が壁体本体12の側面と隙間グラウト材18との間に配置され
ている。
【００２５】
　ゲル化止水材19は、ベントナイトを主成分とするものであり、水分子との接触によりゲ
ル化し、このようにゲル化したゲル化止水材19は、非通水状態に変化し、防水体となるの
で、壁体本体12と隙間グラウト材18との付着が切れて隙間が形成された場合であっても、
ゲル化止水材19が目詰まりを起こすように作用して水の浸入を防止できる。
【００２６】
　また、ベントナイトは、無機の粘土鉱物であるので安全であり、半永久的に使用できる
。
【００２７】
　このゲル化止水材19として、例えばメッシュ状のチューブにベントナイト顆粒が充填さ
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れたベントタイト（登録商標）が知られており、このベントタイト（登録商標）を用いる
と、施工性が良好であり、確実に止水できるので好ましい。
【００２８】
　さらに、ゲル化止水材19は、他の構造物の止水に使用されるものを、そのまま用いても
、止水壁体11用に改良して用いてもよい。
【００２９】
　なお、グラウト溝15a，15bおよび止水材溝16は、断面が略半円状の形状に形成されるこ
とにより、袋グラウト17や隙間グラウト材18およびゲル化止水材19を設け易いので好まし
いが、この形状には限定されない。
【００３０】
　また、止水材溝16が形成されたことにより、ゲル化止水材19を壁体本体12の側面と隙間
グラウト材18との間に配置させ易く、ゲル化止水材19を確実に位置決めできるので好まし
いが、この構成には限定されず、止水材溝16を形成しない構成としてもよい。
【００３１】
　次に、上記第１の実施の形態の作用および効果を説明する。
【００３２】
　止水壁体11の施工に際しては、まず、例えば河川や池、道路等において、土地部13と空
間部14との境界予定面に沿って、例えばオーガ等を用いて壁体本体12設置用の複数の穴を
掘削しながら、これらの穴それぞれに、止水材溝16に予めゲル化止水材19が設けられた複
数の壁体本体12を挿入して連続的に配置する。
【００３３】
　また、隣接し合う壁体本体12の側面の空間部14側のグラウト溝15bに袋グラウト17を設
け、さらに、袋グラウト17より土地部13側の隣接し合う壁体本体12間の隙間にグラウト溝
15aを注入通路として隙間グラウト材18を充填する。
【００３４】
　そして、袋グラウト17に充填されたグラウト材が水分で凝結し、袋グラウト17より土地
部13側の壁体本体12間の隙間に充填された隙間グラウト材18が水分で凝結することにより
、壁体本体12間の隙間が閉塞されて、例えば、水や地下水等を確実に止水できる。
【００３５】
　なお、空間部14側のグラウト溝15bに袋グラウト17が設けられることにより、空間部14
側への隙間グラウト材18の流出を防止できる。
【００３６】
　壁体本体12の側面と隙間グラウト材18との間にゲル化止水材19が設けられたことにより
、例えば、壁体本体12より空間部14側の掘削作業により土地部13側からの土圧で止水壁体
11が空間部14側へ変形したり、地震等が発生して各壁体本体12が振動したりすることによ
り、壁体本体12の側面と隙間グラウト材18との付着が切れて隙間が形成された場合であっ
ても、ゲル化止水材19が隙間から入り込む水分と接触してゲル化し、非通水状態に変化し
て防水体となって目詰まりを起こすように作用する。
【００３７】
　したがって、例えば、止水壁体11の変形等により、隣接し合う壁体本体12間に隙間が形
成された場合であっても、ゲル化止水材19によって止水壁体11の止水効果は低下せず、確
実に止水できる。
【００３８】
　また、ゲル化止水材19は、他の構造物の止水に使用されるものを用いることが可能であ
るので、止水壁体11用の特殊な止水治具を用いることなく、容易に施工できる。
【００３９】
　さらに、予めゲル化止水材19が設けられた隣接し合う壁体本体12間で空間部14側のグラ
ウト溝15bに設けられた袋グラウト17より土地部13側の隙間に隙間グラウト材18が充填さ
れるので、どのような寸法の壁体本体12であっても、隙間グラウト材18の増減により容易
に対応でき、同一の袋グラウト17、隙間グラウト材18、ゲル化止水材19を用いることがで



(6) JP 2009-52204 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

きる。
【００４０】
　次に、第２の実施の形態について図２を参照して説明する。なお、上記の実施の形態と
同一の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００４１】
　図２は、止水壁体11の断面図であり、止水壁体11は、複数の壁体本体12が連続的に配置
されて形成されている。
【００４２】
　壁体本体12の隣接し合う側面の空間部14側にはグラウト溝15bが形成され、このグラウ
ト溝15bに袋グラウト17が設けられ、この袋グラウト17より土地部13側の隣接し合う壁体
本体12間には、例えば地下水等の水分と接触することにより膨潤化する膨潤化止水材20が
貼付して設けられている。
【００４３】
　膨潤化止水材20は、例えば合成樹脂等を主成分とするもので、水分と接触することによ
り、水分を吸収して膨潤化するので、隣接し合う壁体本体12間の隙間を閉塞できる。
【００４４】
　止水壁体11の施工に際しては、まず、例えば河川や池の護岸、調整池、道路の土留め等
において、土地部13と空間部14との境界予定面に沿って、例えばオーガ等により壁体本体
12設置用の複数の穴を連続的に掘削する。これらの穴それぞれに、壁体本体12の隣接し合
う側面で空間部14側のグラウト溝15bより土地部13側の平面部に膨潤化止水材20が貼付さ
れた壁体本体12を挿入して連続的に配置する。
【００４５】
　そして、グラウト溝15bに袋グラウト17を設け、袋グラウト17のグラウト材が凝結し、
膨潤化止水材20が、例えば地下水等の水を吸収して膨潤化することにより、隣接し合う壁
体本体12間の隙間が閉塞でき、確実に止水できる。
【００４６】
　なお、膨潤化止水材20は、乾燥状態で隣接し合う壁体本体12両方の側面に接触するよう
に設けられることにより、確実に隙間を閉塞できるので好ましい。
【００４７】
　水分を吸収して膨潤化した膨潤化止水材20は、弾性体であるので、例えば止水壁体11の
空間部14側の掘削作業や地震等によって、止水壁体11が変形した場合であっても、膨潤化
止水材20は止水壁体11の変形に対応するように変形して、隣接し合う壁体本体12間を閉塞
した状態を維持できる。
【００４８】
　したがって、止水壁体11が変形した場合であっても、膨潤化止水材20によって止水壁体
11の止水効果が低下することなく、確実に止水できる。
【００４９】
　また、膨潤化止水材20は、他の構造物の止水に使用されるものを用いることが可能であ
るので、止水壁体11用の特殊な止水治具を用いることなく、容易に施工できる。
【００５０】
　さらに、施工に関しても、膨潤化止水材20の貼付箇所は、壁体本体12の隣接し合う側面
の袋グラウト17が設けられた空間部14側のグラウト溝15bより土地部13側の平面部であれ
ば限定されず、施工性が良好である。
【００５１】
　また、どのような寸法の壁体本体12であっても、膨潤化止水材20を増減させるだけで容
易に対応できる。
【００５２】
　なお、図２に示されるように、壁体本体12の隣接し合う側面に、膨潤化止水材20が２段
に設けられることにより、確実に止水できるので好ましいが、この構成には限定されない
。
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【００５３】
　また、この実施の形態では、壁体本体12の隣接し合う側面の空間部14側のグラウト溝15
bのみが形成されているが、この構成に限定されず、土地部13側および空間部14側にグラ
ウト溝15a，15bを形成してもよい。
【００５４】
　さらに、膨潤化止水材20として、例えばケミカシート（登録商標）を用いると、施工性
が良好であり、確実に隙間を閉塞できるので好ましい。
【００５５】
　なお、膨潤化止水材20は、他の構造物の止水に使用されるものを、そのままを用いても
、止水壁体11用に改良して用いてもよい。
【００５６】
　次に、第３の実施の形態について図３を参照して説明する。なお、上記の実施の形態と
同一の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００５７】
　図３は、止水壁体11の断面図であり、止水壁体11は、複数の壁体本体12が連続的に配列
されて形成される。
【００５８】
　壁体本体12の隣接し合う側面の土地部13側および空間部14側には、間隔をおいてそれぞ
れ断面が半円状のグラウト溝15a，15bが設けられており、これらのグラウト溝15a，15bの
うちの空間部13側のグラウト溝15bには、袋グラウト17が設けられている。
【００５９】
　また、壁体本体12の側面であり、土地部13側および空間部14側のグラウト溝15a，15b間
の平面部には、膨潤化止水材20が貼付して設けられており、さらに、この膨潤化止水材20
より土地部13側の隣接し合う壁体本体12間の隙間には隙間グラウト材18が充填されている
。
【００６０】
　なお、隙間グラウト材18は、土地部13側のグラウト溝15aから注入されることにより、
図３に示されるように、隣接し合う壁体本体12間から土地部13側へ染み出るように充填さ
れる。
【００６１】
　止水壁体11の施工に際しては、まず、例えば河川や池の護岸、調整池、道路の土留め等
において、土地部13と空間部14との境界予定面に、例えばオーガ等によって壁体本体12設
置用の複数の穴を連続的に掘削する。これらの穴それぞれに、壁体本体12の隣接し合う側
面の土地部13側のグラウト溝15aと空間部14側のグラウト溝15bとの間の平面部に膨潤化止
水材20が貼付された複数の壁体本体12を挿入して連続的に配置する。
【００６２】
　さらに、グラウト溝15bに、袋グラウト17を設け、グラウト溝15aを注入通路として膨潤
化止水材20より土地部13側の隙間に隙間グラウト材18を充填する。
【００６３】
　そして、袋グラウト17のグラウト材が凝結し、袋グラウト17より土地部13側に充填され
た隙間グラウト材18が凝結することにより、隣接し合う壁体本体12間の隙間が閉塞されて
止水でき、さらに、膨潤化止水材20が例えば地下水等の水を吸収して膨潤化することによ
り止水効果が向上する。
【００６４】
　また、膨潤化止水材20より土地部13側の隙間に隙間グラウト材18が充填されたことによ
り、土地部13の土圧が膨潤化止水材20に作用して膨潤化止水材の取付状態に影響を与え、
例えば膨潤化止水材のずれ等が発生するおそれを防止するので、止水壁体11の止水効果の
低下を防止できる。
【００６５】
　次に、第４の実施の形態について図４を参照して説明する。なお、上記の実施の形態と



(8) JP 2009-52204 A 2009.3.12

10

20

30

40

同一の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００６６】
　図４は、止水壁体11の断面図であり、止水壁体11は、複数の壁体本体12が連続的に配列
されて形成される。
【００６７】
　壁体本体12の隣接し合う側面の土地部13側および空間部14側には、間隔をおいてそれぞ
れ断面が半円状のグラウト溝15a，15bが設けられており、これらのグラウト溝15a，15bに
は、袋グラウト17が設けられている。
【００６８】
　また、壁体本体12の側面であり、土地部13側および空間部14側のグラウト溝15a，15b間
の平面部には、膨潤化止水材20が貼付して設けられている。
【００６９】
　止水壁体11の施工に際しては、まず、例えば河川や池の護岸、調整池、道路の土留め等
において、土地部13と空間部14との境界予定面に、例えばオーガ等によって壁体本体12設
置用の複数の穴を連続的に掘削する。これらの穴それぞれに、壁体本体12の隣接し合う側
面の土地部13側のグラウト溝15aと空間部14側のグラウト溝15bとの間の平面部に膨潤化止
水材20が貼付された複数の壁体本体12を挿入して連続的に配置する。
【００７０】
　さらに、土地部13側および空間部14側のグラウト溝15a，15bに、袋グラウト17を設ける
。
【００７１】
　そして、袋グラウト17のグラウト材が凝結し、膨潤化止水材20が例えば地下水等の水を
吸収して膨潤化することにより、隣接し合う壁体本体12間の隙間が閉塞されて止水できる
。
【００７２】
　また、グラウト溝15a，15bの両方に袋グラウト17が設けられたことにより、隙間グラウ
ト材を充填させる必要がないので施工が容易であり、さらに、土地部13側、空間部14側へ
の隙間グラウト材の流出を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の第１の実施形態のコンクリート構造物を示す断面図である。
【図２】本発明の第２の実施形態のコンクリート構造物を示す断面図である。
【図３】本発明の第３の実施形態のコンクリート構造物を示す断面図である。
【図４】本発明の第４の実施形態のコンクリート構造物を示す断面図である。
【図５】従来のコンクリート構造物を示す断面図である。
【符号の説明】
【００７４】
　11　　コンクリート構造物としての止水壁体
　12　　壁体本体
　13　　土地部
　14　　空間部
　15a　グラウト溝
　15b　グラウト溝
　17　　袋グラウト
　18　　隙間グラウト材
　19　　ゲル化止水材
　20　　膨潤化止水材
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